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企業年金スチュワードシップ推進協議会は、企業年金が協働して運用機関のスチュ
ワードシップ活動のモニタリング（協働モニタリング）を行うために、2024年8月1日に
設立されました。

2025年度は、企業年金スチュワードシップ推進協議会における本格的な活動の初
年度となります。

本報告は、企業年金スチュワードシップ推進協議会規約に基づく報告です。

概要
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企業年金スチュワードシップ推進協議会の概要

DB（確定給付企業年金（基金型・規約型）及び厚生年金基金）対象

参加申込を行ったＤＢ

当協議会の「スチュワードシップ責任を果たすための方針」に同意したDB

自らスチュワードシップ責任を果たすための方針を策定し公表しているDB

会員

正会員

協力会員

代表：企業年金連合会 理事長 事務局：企業年金連合会組織

ＤＢから国内株式運用の委託を受けている全ての運用機関を対象に実施

運用機関のスチュワードシップ活動に関するアンケート形式の調査

運用機関ごとに説明会を開催し協働で運用機関との対話を実施

運用機関の活動内容と自己評価に関するレポートの受領

協働モニタリングの内容

①共通項目の定点調査

②合同説明会と協働対話

③サマリー・レポート



会員の加入状況
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〇2025年度に加入した会員数 ：１２５
〇2026年3月末現在の会員数 ：３２２

・正会員：２８４ 協力会員 ：３８
・基金型：２８９ 規約型 ：３３
・うち企業年金連合会非会員 ：２０

〇アセットオーナー・プリンシプル受入
・当協議会会員：２２２

✓アセットオーナー・プリンシプルを受入れている企業
年金２６５（2026/3）のうち、約８４％に該当する２２２
が当協議会の会員である。

✓他に日本版スチュワードシップ・コードを受入れてい
る２１の企業年金を加えると２４３となり、アセット
オーナー・プリンシプル受入れの９２％を占める。

✓アセットオーナー・プリンシプルの原則５（スチュワー
ドシップ活動）に対する具体的な取組みを行っている
企業年金で、プリンシプルの受入れが増えている。

✓当協議会への加入促進により、アセットオーナー・プ
リンシプル受入れにつながることが期待される。

＜会員数の推移＞
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金融庁から3月末の日本版スチュワードシップ・コード受入れ表明リストが公表されて

いないため、2025年12月末の状況で集計している。公表されしだい更新し差替える。



専用ウェブサイト
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・企業年金スチュワードシップ推進協議会
ウェブサイト開設

2025年
4/1

・会員専用ページ開設

・協働モニタリング及び協議会活動のページ新設
6/28

・協働モニタリング参加運用機関（50社）公表7/15

・運用機関提供情報（アンケート、サマリーレポー
ト等）の検索、閲覧、ダウンロード（ＤＬ）開始

・協働モニタリング開始

10/1

〇2024年8月1日から企業年金連合会ウェブサイトにおいて、企業年金スチュワードシップ
推進協議会の特設ページを開設し、企業年金からの加入申込の受付を行ってきた。

〇2025年4月1日に、新たに企業年金スチュワードシップ推進協議会専用ウェブサイトを開
設し、運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングするためのプラットフォームとし
て、順次開発を進め機能の充実を図った。

３０，３０８協議会トップページ アクセス数

８，８６６会員ページ アクセス数

８５７アンケートの検索・閲覧・ＤＬ

５２７サマリーレポートの検索・閲覧・ＤＬ

１９１スマート・フォーマットの検索・閲覧・ＤＬ

２０６合同説明会（19社分） 動画視聴回数

１５１勉強会（3回分） 動画視聴回数

＜ウェブサイト開発・開設状況＞ ＜アクセス状況＊（2026/3/31まで）＞

＊2026年2月下旬から3月にかけて開催された合同説明会（４回）と勉強会（１回）については、編集の関係で当年度内に動画配信されていない。



勉強会
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〇2025年度は、４回の勉強会を実施。
・参加人数 ：合計４５６名（対面とオンライン）
・動画視聴回数：延べ１５１回

勉強会 開催状況

① 2025/06/20 15:00 ～ 16:30（オンラインのみ）

「機関投資家協働対話フォーラムの活動と日本の協働エンゲージメント」
木村 祐基（一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事長）
山崎 直実（一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム事務局長）

② 2025/09/02 14:00 ～ 15:30（ハイブリッド開催）

「直近の株主総会の総括と機関投資家の動向について」
脇山 卓也（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 法人コンサルティング部ジュニアフェロー）

③ 2025/10/01 14:00 ～ 15:00（オンラインのみ）

「企業年金スチュワードシップ推進協議会専用ウェブサイトの操作説明会」
中村 明弘（企業年金連合会運用執行理事）

④ 2026/03/24 10:00 ～ 11:30（ハイブリッド開催）

「アセットオーナーのスチュワードシップ活動を取り巻く国内海外の状況（2026年総会に向けたガイドラ
イン改定状況）」

井上 肇（三井住友信託銀行株式会社ガバナンスコンサルティング部 副部長）

＊2026/3/24勉強会の動画は、編集の関係で当年度内に配信されていない。

（敬称略）



合同説明会
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〇運用機関のスチュワードシップ活動に関する合同説明会を２３社と実施。

〇各運用機関から1年間のスチュワードシップ活動と自己評価等について説明を受け、
質疑応答、意見交換を行った。

〇説明会の動画、当日資料、質疑応答等を取りまとめた議事要旨をウェブサイトに掲載。

2025年度 合同説明会実施運用機関一覧

ニューバーガー・バーマン三菱ＵＦＪ信託銀行

野村アセットマネジメントアセットマネジメントOne

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズキャピタル・インターナショナル

第一生命保険三井住友DSアセットマネジメント

アムンディ・ジャパンSBI岡三アセットマネジメント

富国生命保険りそな銀行

T&Dアセットマネジメント

インベスコ・アセット・マネジメントウエリントン・マネージメント・ジャパン

大樹生命保険明治安田アセットマネジメント

オービス・インベストメンツゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

フィデリティ投信太陽生命保険

Dimensional JapanMFSインベストメント・マネジメント

✓実施運用機関数
２３社

✓実施日数
25/10～26/3までの

１２日間

✓会員参加人数
延べ３４９名

✓動画配信視聴数
延べ２０６回

＊2026年2月下旬から3月にかけて
開催された合同説明会（４回）につ
いては、編集の関係で当年度内に
動画配信されていない。



協働モニタリング対象運用機関の受託状況
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資産残高比率国内株式

１，５００兆円１４．５％２１７兆円

契約数資産残高比率国内株式

３３，８５６件７５兆円１３．５％１０兆円

＜受託状況＞

＜ＤＢ受託状況＞

アクティブ運用
銘柄数（平均）

アクティブ運用
商品数

アクティブ
運用残高

パッシブ
運用残高

４６２銘柄１，２６０本３３兆円１３４兆円

＜国内株式のパッシブ運用とアクティブ運用＞

〇協働モニタリング参加運用機関５０社が受託している国内株式受託残高は約２１７兆円、受託資産

総額は約１，５００兆円、国内株式の割合は１４．５％。

〇確定給付企業年金との契約では、国内株式受託残高が約１０兆円、受託資産総額が約７５兆円、

国内株式の割合は１３．５％。

✓確定給付企業年金から受託してい

る国内株式の残高は、約10兆円と

国内株式市場（約1,200兆円）の

0.8％程度の保有に過ぎず、スチュ

ワードシップ活動の効果は限定的。

✓一方、各社が受託している国内株

式の受託残高の合計は、国内株

式市場の２割弱であり、一定程度

の効果を及ぼし得る。

✓これらの運用機関を対象にスチュ

ワードシップ活動をモニタリングす

ることにより、確定給付企業年金

が委託している金額の２０倍以上

の効果を期待。

＊受託残高には、生命保険会社の一般勘定や投資信託などを含む。国内株式は、複数資産運用の国内株式運用を含む。

＊アクティブ運用とパッシブ運用は、GIPS基準に基づき構築したコンポジットにおけるそれぞれの合計である。



株主議決権行使結果
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〇2025年6月総会までの1年間における会社側提案議案に対する反対棄権比率は平均で８．４％、

各社の反対棄権比率は、０％～２１．５％の間に分布。

〇株主提案に対する反対棄権比率は平均で８３．２％。

〇各社の投資先企業の違いにより、反対棄権比率に大きな開きのある議案がみられる。

＜各社の議案別反対棄権比率の状況＞

8.9 9.2
5.7 6.6

67.7

3.6
6.4

76.0

11.8
8.3

14.3
8.4

83.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

取
締
役
選
任

議
案

監
査
役
選
任

監
査
法
人
選
任

役
員
報
酬

退
職
慰
労
金
支
給

剰
余
金
処
分

組
織
再
編
関
連

買
収
防
衛
策

そ
の
他
資
本
政
策

定
款
変
更

そ
の
他

会
社
提
案

合
計

株
主
提
案

合
計

（％）

× 合計（50社の単純平均）



エンゲージメントの実施状況

9

保有銘柄実施割合実施社数実施回数

２３．３％２６０社５６９回

＜エンゲージメント実施状況＞

〇2025年6月総会までの1年間に実施したエンゲージメント回数 ：平均５６９回

・1000回を超える運用機関が１０社

〇実施した企業数 ：平均２６０社

・同一企業に対して複数回のエンゲージメントを実施

〇実際に投資している企業（保有銘柄）に対するエンゲージメントの実施割合 ：平均２３．３％

・必要な投資先企業に絞ってエンゲージメントを実施

＜エンゲージメントの対象企業＞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

投資対象ユニバース全企業

10.6%投資対象ユニバース企業を対象に

必要と判断した企業 61.7% 8.5%
8.5%

全上場企業を対象に必要と判断した企業
外部委託先（投資先）が実施 4.3%

時価総額上位企業を対象に必要と判断した企業 2.1%

全上場企業 4.3% その他

✓エンゲージメントの対象企業につ

いて、「投資対象ユニバースの企

業」と回答した社が、上位２位まで

を占め合計で約７２％。

✓「全上場会社」と回答した社は合計

で約１３％。

✓「必要と判断した企業」と回答した

社は合計で約７２％

＊各社のスチュワードシップ活動を評価する際は、単純にエンゲージメントの回数や社数のみで評価するのではなく、エンゲージメントの具体的な内容

やその効果などについて、各社の運用スタイルも考慮しながら個別に確認することが重要。

（各社の平均）



企業との対話内容
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73.3%

62.2%

51.1%

46.7%

37.8%

31.1%

31.1%

28.9%

24.4%

22.2%

17.8%

11.1%

11.1%

8.9%

6.7%

6.7%

6.7%

6.7%

2.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

企業戦略（除く株主還元策）

ガバナンス体制

株主還元策

企業業績及び長期見通し

カーボンニュートラル

社会・環境問題（ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ除く）

情報開示

政策保有株式の削減

人的資本

株主総会議案・議決権行使関係

取締役・取締役会の資質

報酬の水準・報酬の決め方

社外取締役または社外監査役の独立性

リスク要因

会長・CEOのリーダーシップ

ＤＥＩ

マテリアリティ

企業価値向上に向けた取締役会の評価

経営者の後継問題

経営理念・ビジョン・パーパス

社外取締役の有無及び役割

監査役・監査役会の有無及び役割

監査の状況

＜エンゲージメントで多く議論した議題（5つ以内選択）＞



スチュワードシップ活動の体制
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現状に問題は無いが
体制を強化する予定

34.8% 

十分な体制である

58.7% 

十分ではないので強化する予定 2.2%

十分ではないが強化する予定なし 2.2%

その他2.2%

51.6%

41.9%

35.5%

35.5%

3.2%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

参考としているが自らの判断で行使

当社の基準に沿った行使案の作成を委託

議決権行使に係る事務手続きを委託

利益相反が問題となる場合に助言内容に沿って行使

概ね助言内容に沿って行使

判断の難しい場合に助言内容に沿って行使

全て助言内容に沿って行使

うち行使指図業務うち議決権行使助言委託運用機関数

１８社２７社３２社

＜スチュワードシップ活動の体制＞

＜議決権行使助言機関の委託状況と活用状況＞

✓体制については、約９３％の社が十分・問

題ないとしている。

✓約３分の２の社（３２社）が、議決権行使助

言機関と契約。

✓うち２７社が議決権行使の助言を受けて

いるが、助言内容に沿って行使している

社は少数（3.2%）で、参考あるいは利益相

反が問題となる場合に活用している。

＊１３社が議決権行使助言と行使指図業務の両方を委託。



期待する企業の取組
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＜企業が今後より重点的に取り組むべきテーマ＞
（3つ以内選択）

＜株式価値向上に向け企業が重視すべき指標＞
（3つ以内選択）

経営目標、指標の適切性 59.6%

コーポレートガバナンス体制強化 57.4%

経営戦略立案 51.1%

人的資本への投資（人事・人材管理、教育） 29.8%

長期ビジョンの策定 21.3%

投資家との対話方針・内容 21.3%

決算、業績の進捗、振り返り 14.9%

適切な役員報酬 10.6%

SDGs（ESG）への取組み 8.5%

リスク管理 4.3%

コンプライアンスの徹底・強化 4.3%

その他 2.1%

ROE（株主資本利益率） 80.0%

資本コスト（WACC等） 55.6%

ROIC（投下資本利益率） 48.9%

PBR（株価純資産倍率） 26.7%

総還元性向((配当＋自己株式取得)/当期利益) 24.4%

FCF（フリーキャッシュフロー） 11.1%

経済付加価値（EVA） 8.9%

売上高利益率 6.7%

配当性向（配当／当期利益） 2.2%

株主資本配当率（DOE）（DOE=ROE×配当性向） 2.2%

DEレシオ（有利子負債／自己資本） 2.2%

E(環境)に関する指標(CO2排出量等) 2.2%

S(社会)に関する指標(女性管理職比率等) 2.2%

ROA（総資本利益率） 0.0%

市場占有率（シェア） 0.0%

EBTDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益） 0.0%

配当総額または1 株当たりの配当額 0.0%

配当利回り（1 株あたり配当／株価） 0.0%

自己資本比率（自己資本／総資本） 0.0%

その他 11.1%

✓企業が今後より重点的に取り組むべきテーマとして、５割

を超える社が、「経営目標、指標の適切性」、「コーポレー

トガバナンス体制強化」、「経営戦略立案」を挙げている。

✓各社が挙げている株式価値向上に向け企業が重視すべ

き指標の上位は、ＲＯＥ、ＷＡＣＣ、ＲＯＩＣ。



社外取締役への期待
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＜社外取締役に期待する役割について（3つ以内選択）＞

＜社外取締役に期待している役割が果たされているか＞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不十分であり改善の余地がある

50.0%

企業によって差がある

その他 2.2%

一定程度
果たされている

28.3%
19.6%

✓社外取締役に期待している役割が果たさ

れているか聞いたところ、半数の社が「不

十分であり改善の余地がある」と答えて

いる。

88.9%

68.9%44.4%

40.0%

17.8%

15.6%

11.1%

4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

経営執行に対する監督

経営陣の評価（選解任・報酬）への関与

少数株主の意見の経営への反映

投資家との対話

経営執行に対する助言

不祥事の未然防止に向けた体制の監督

利益相反行為の抑止

その他

✓社外取締役に期待する役割に

ついて、約９割の社が「経営執

行に対する監督」を、７割近い社

が「経営陣の評価（選解任・報

酬）への関与」を挙げている。



サステナビリティ（ESG）について
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＜ＥＳＧファクターが投資判断に影響を与える場合＞

＜運用パフォーマンスへの影響について＞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

リスクに影響を与えると判断した場合

69.0% 

リターンにプラスの影響を与えると判断した場合

投資判断に影響することはない 2.4%

28.6%

〇ＥＳＧファクターが投資判断に影響を与える場合について尋ねたところ、７割近くの運用機関がリス

クに影響を与える場合と答え、リターンにプラスの影響を与える場合は３割を下回った。

〇一方で、ＥＳＧ投資のパフォーマンスへの影響については、リターン向上が期待できると回答した社

が５割を超えており、リターン向上に期待していることがうかがえる。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中長期的なリターン向上が期待できる

56.5% 

わからないリスク抑制が期待できる

中長期的にリターンを低下させる可能性がある 2.2%

17.4% 10.9%
その他

12.8%

パフォーマンスへの影響はない 2.2%



イニシアティブの参加・賛同
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91.8%

79.6%

51.0%

46.9%

46.9%

46.9%

38.8%

30.6%

30.6%

28.6%

18.4%

10.2%

4.1%

65.3%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＰＲＩ

ＴＣＦＤ

ＣＤＰ

ＣＡ100+

ＧＦＡＮＺ

ＪＳＩ

30％Club

ＵＮＧＣ

ＡＣＧＡ

ＩＣＧＮ

ＧＲＥＳＢ

ＲＥ100

ＳＢＴ

その他

参加・賛同なし

＜参加・賛同しているイニシアティブ等＞ ＜イニシアティブ等に参加・賛同している目的＞

当社の活動や考えに沿っているため 90.9%

情報や知見を得るため 79.5%

同分野におけるネットワーク構築のため 61.4%

顧客の求め（期待）に応えるため 40.9%

会社の評判を向上させるため 15.9%

政府の方針に沿うため 13.6%

他社が参加・賛同しているため 2.3%

その他 11.4%

✓９割を超える社がPRIに署名しており、TCFDも８割近

い社が賛同している。

✓参加・賛同している目的は、「当社の活動や考えに

沿っているため」が約９割を占め、次いで「情報や知

見を得るため」が約８割。

＊各イニシアティブの概要は次ページ参照



（参考）各イニシアティブ等の概要
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ＰＲＩ
2006年に国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）と国連グローバル・コンパクト（UNGC）が策定した「責任投資原則」で、機関投資家が投資の意思決定プロセスや株主行動におい
て、ＥＳＧ課題（環境、社会、企業統治）の考慮を求めた6つの投資原則とその前文から成る。

ＴＣＦＤ
2017年6月に金融安定理事会（FSB）により「気候関連財務情報開示タスクフォース」が報告書を公表、企業等に気候変動関連リスク及び機会に関する開示を推奨。2023年10月に解散
し新規の賛同受付は終了しており、TCFDにおける議論は、現在、国際サステナビリティ委員会（ISSB）に引き継がれている。

ＣＤＰ
2000年に発足し、投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営している英国の慈善団体が管理する非政府組織（NGO）。

ＣＡ100＋
世界各地域の機関投資家による気候変動イニシアティブが結集して 2017年12月に発足したグローバルイニシアティブ。温室効果ガス排出量の多い企業に対し、TCFDに沿った気候変
動関連情報開示とガバナンスの対応を求め、協働エンゲージメントを実施している。

ＧＦＡＮＺ
ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟。2021年に英国グラスゴーで開催されたCOP26で正式に発足したカーボンニュートラルにコミットするグローバルな金融機関の有志連合。加盟
機関には、「ネットゼロ・バンキング・アライアンス（NZBA）」「ネットゼロ・アセット・マネジャーズ・イニシアティブ（NZAMI）」「ネットゼロ・アセットオーナーアライアンス（NZAOA）」「ネットゼ
ロ・インシュランス・アライアンス（NZIA）」など金融諸分野の7連合体から成る。

ＪＳＩ
アセットオーナーと運用機関の間の情報伝達や意思疎通の充実のための報告様式（スマート・フォーマット）の運用・改定、ならびに関連するベストプラクティスに関する情報収集と共有
化等の活動を行う団体。

３０％Ｃｌｕｂ
2010年に英国で創設された、取締役会を含む企業の重要意思決定機関に占める女性割合の向上を目的とした世界的キャンペーン。2030年までに役員に占める女性割合を30％にする
ことを努力目標とする。

ＵＮＧＣ
国連グローバル・コンパクト。1999年に当時の国連事務総長が企業に対して提唱したイニシアティブ。企業に対し、人権・労働権・環境・腐敗防止に関する10原則を順守し実践するよう
要請している。

ＡＣＧＡ
アジアにおいてコーポレートガバナンスの推進を目的に調査や企業支援・教育を行うために設立された非営利協会で、1999年設立、本拠地は香港。

ＩＣＧＮ
国際コーポレートガバナンスネットワーク。効果的なコーポレートガバナンスと投資家のスチュワードシップ向上により、効率的なグローバル市場と持続可能な経済の発展を目指す国際
的な組織で、1995年に設立され本部をロンドンに置く。

ＧＲＥＳＢ
不動産セクターの会社・ファンド単位での環境・社会・ガバナンス（ESG）配慮を測り、投資先の選定や投資先との対話に用いるためのツールとして、欧州の年金基金を中心に2009年に
創設。元々は「グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク」の略であったが、2016年に、インフラストラクチャーにも評価対象が拡がったため、GRESB（グレスビー、グレスブ）と略
語で総称されるようになった。

ＲＥ１００
企業が自らの事業の使用電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ。

ＳＢＴ
パリ協定（世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また1.5℃に抑えることを目指す）が求める水準と整合した、5年～15年先を目標年として企業が設定する
温室効果ガス排出削減目標のこと。



2025年協働モニタリング参加運用機関一覧
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アクサ生命保険株式会社 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 アセットマネジメントOne株式会社

アムンディ・ジャパン株式会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド SBI岡三アセットマネジメント株式会社

HCアセットマネジメント株式会社 MFSインベストメント・マネジメント株式会社 オービス・インベストメンツ株式会社

キャピタル・インターナショナル株式会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社

住友生命保険相互会社 セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社

第一生命保険株式会社 大樹生命保険株式会社 太陽生命保険株式会社

T&Dアセットマネジメント株式会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 Dimensional Japan Ltd.

東京海上アセットマネジメント株式会社 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社

日本生命保険相互会社 ニューバーガー・バーマン株式会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社 日立投資顧問株式会社 Fisher Investments Japan Limited

フィデリティ投信株式会社 富国生命保険相互会社 富国生命投資顧問株式会社

ブラックロック・ジャパン株式会社 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

明治安田アセットマネジメント株式会社 明治安田生命保険相互会社 ラッセル・インベストメント株式会社

株式会社りそな銀行 レオス・キャピタルワークス株式会社

合計５０社



会員アンケート結果
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追加質問項目・勉強会テーマ
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◆企業年金スチュワードシップ推進協議会の会員ページから検索・閲覧するアンケート（運用機関か

ら提供された回答）の追加項目等について

✓参加運用機関について網羅的にスマートフォーマットを開示してほしい。

✓エンゲージメントによる効果の確認（改善件数）。

✓DBの契約件数、資産残高の項目を総合型DB、単連の内訳記載。可能であれば、資産規模別

（例えば、～100億円未満、～300億円、～500億円、～1,000億円、1,000億円以上）の記載。

◆当協議会が実施するスチュワードシップ活動に関する勉強会において、テーマや講師などの希望

がありましたら記入してください。

✓スチュワードシップ活動に関する基礎的知識、小規模基金における活動例。

✓諸外国におけるスチュワードシップ活動について。

✓公的アセットオーナーのスチュワードシップ担当者等による自組織のスチュワードシップ活動の

紹介。

✓アクティビストとスチュワードシップ活動、株主提案と会社提案。

✓スチュワードシップ活動質問票の作成、委託先の回答確認ポイント、評価方法等の解説等に関

するテーマを、バランス型・オルタナ商品別等の勉強会があればお願いしたい。

✓受託機関のスチュワードシップ活動の評価手法について。

✓エンゲージメントに対するモニタリング評価方法。



合同説明会の開催方法について
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回答数比率国内株式

４４．９％参加人数に関わらず対面でも開催した方がよい

６７．４％全てオンライン開催でよい

１１．２％全社分の収録動画の配信を2026年度から実施してほしい

６５８０．２％同様の取り扱いでよい

４４．９％どちらでもよい

１１．２％わからない

８１総回答数

〇2026年度の開催方法について

・2025年度の合同説明会（運用機関からの説明会）は、対面とオンラインのハイブリッド形式で開催

し、開催日の５日前までに会場参加申込が５名以下の場合、オンラインのみで開催。

2026年度も同様の取り扱いとすることについて。



合同説明会の開催方法変更（動画配信）
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回答数比率理由賛否

５７６８．７％賛成

４２５０．６％説明会の日程が必ずしも合わないため

３５４２．２％毎年度、全ての運用機関の説明が聞けるので

２９３４．９％会場参加が難しいので

１８２１．７％業務の都合から決められた時間に参加することが困難なため

２６３１．３％反対

１６１９．３％質疑等を通じた他の企業年金の意見や考えが聞けなくなってしまうので

１４１６．９％質疑応答も重要だと考えるため

１３１５．７％運用機関と対話することが重要だと考えるため

６７．２％いつでも視聴できると結局視聴しないので、決められた日時で開催してほしい

１直接意見を聴く機会を全くなくすことはいかがか

１協働モニタリングという推進協議会の目的が変わってしまうのではないか

１できるだけ直接説明を聞く機会を大事にしたいと考えているため

〇全運用機関による説明動画を配信する方法について（2027年度以降の開催方法）

・現行の隔年ごと約半数の運用機関との合同説明会開催だと、全運用機関から当該年度の活動

の説明が聞けない、異なる年度の活動報告となる運用機関があり横比較しずらい、といった課題

に対する対応策として。
（回答総数８３）



２０２６年度の事業実施計画
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２０２６年度事業実施予定
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事 項時 期

勉強会の開催６月～９月、翌３月

２０２５年度（2025/7～2026/6）の参加運用機関更新６月末

運用機関の2025年度（2025/7～2026/6）データ登録１０月初旬

合同説明会開催（対面＆Web）

２３社と実施予定
１０月～翌２月

２０２６年度事業報告翌５月

〇企業年金スチュワードシップ推進協議会における２０２６年度の事業は以下の

とおり実施を予定



マイページの更新（お願い）
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◆担当者登録内容の確認と更新

✓担当者は２名まで登録可能

✓担当者が交替した場合は登録内容の変更

✓お名前（漢字、フリガナ）、所属部署、役職、電話番号、メールアドレスを確認のうえ更新

◆資産残高及び国内株式委託先運用機関名の登録・更新

✓資産残高（2026/3末）及び国内株式委託先運用機関名を登録していない場合は登録

✓資産残高を2026/3末に更新。国内株式委託先運用機関を変更した場合は更新

〇国内株式委託先運用機関名を登録しておくと、アンケートやサマリーレポートを検索する際に登

録した運用機関名が自動的に選択される（デフォルト設定）ので便利

〇合同説明会の参加人数の参考に

◆マイページ登録内容の変更方法

✓会員トップページ ⇒ 「マイページ」タグから「 登録内容の変更」選択 ⇒ 変更内容の入力

⇒ 「入力内容の確認へ」ボタンをクリック ⇒ 内容確認後「送信する」ボタンをクリック

◆協働モニタリング参加登録運用機関の確認

✓企業年金スチュワードシップ推進協議会トップページの「参加運用機関一覧」を確認し、国内株式

運用（複数資産運用含む）委託先運用機関名が無い場合は、事務局までメールで連絡



マイページの更新：操作方法
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クリック

＊ボックスでクリックすると参加登録されている運
用機関名が表示されるので、該当する運用機
関をクリックして入力
文字入力で候補を絞り込むことも可

＊バランス型運用など投資対象資産の一部として
国内株式が運用されている場合も含みます。

＊参加登録されていない運用機関名は選択表示
されません。

入力、更新


